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兵庫県が管理する二級河川「法華山谷川」と
　　　　　　　　　　　「天川」の水位設定が変更されました。
見直しの背景

○従来、避難勧告を発令する目安としていた「避難判断水位」は、
実際に堤防から水が溢れ出すまでに余裕があったことや、避難
勧告が空振りになることもあり、結果として地域住民の避難行
動に結び付かなかった場合が多いという課題がありました。

○国は「避難勧告等に関するガイドライン」を改定し、避難勧告
発令の判断の目安を「避難判断水位」から「氾濫危険水位」に
変更し、市町村が「空振りを恐れず・必ず」避難勧告を発令す
る水位と位置づけました。

　このたび兵庫県東播磨県民局加古川土木事務所は、国と同様に河川水
位の設定を見直しました。その結果、市町が避難勧告を発令する目安の
水位を「氾濫危険水位」に変更し、その他の水位も次のとおり変更して
います。

兵庫県が示す新しい水防基準水位(平成29年 4 月 1 日運用開始)

氾濫危険水位

避難判断水位

氾濫注意水位

水防団待機水位

氾濫危険水位

避難判断水位

氾濫注意水位

水防団待機水位

3.40ｍ

3.02ｍ

2.20ｍ

1.50ｍ

3.70ｍ

3.37ｍ

2.50ｍ

1.70ｍ

3.40ｍ

3.30ｍ

2.80ｍ

2.10ｍ

3.20ｍ

3.10ｍ

2.30ｍ

1.60ｍ

法華山谷川
（魚橋）

天川
（牛谷）

河川名 水防基準水位 従来の水位 新しい水位

Ｑ１　この見直しが、高砂市にどのような影響を与えるのでしょうか？
Ａ１　これまで、市町が避難勧告を発令する目安の水位は「避難判断水

位」でした。このたびの県の基準変更により、高砂市は平成29年
の出水期から「氾濫危険水位」を避難勧告の発令基準とします。

Ｑ２　水位設定の変更により、対応が遅れることはないのですか？
Ａ２　このたびの変更は、法華山谷川と天川の河川管理者である兵庫県

が行っています。水位観測所が受け持つ流域の皆さんが、避難を
開始する水位を「氾濫危険水位」に設定していますので、「氾濫
危険水位」に達した時点で避難を開始すれば、河川が氾濫するま
でに流域の皆さんが浸水想定区域の外に避難完了するように設定
されています。

　　　なお、避難に時間がかかる高齢者などは「氾濫危険水位」よりも
低い「避難判断水位」を避難開始の目安とします。市から伝達さ
れる情報に注意して速やかに立ち退き避難を開始してください。

　　　ただし、この段階で道路冠水が発生するなど、立ち退き避難はか
えって命に危険を及ぼしかねないと自ら判断する場合には、自宅
の高所など建物内のより安全な部屋などへ移動してください。

　避難勧告等に関するガイドライン“避難行動・情報伝達編”
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避難完了

見直し前水位 見直し後水位

避難勧告等 
の発令

HWL

氾濫危険水位
避難時間等
避難判断水位

HWL HWL

避難完了

氾濫危険水位

避難時間等

避難準備時間
避難判断水位

避難勧告等　
の発令

避難準備情報 
の発表

氾濫注意水位氾濫注意水位

避難準備情報　
の発表

避難準備情報　
の発表 氾濫注意水位氾濫注意水位
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Ｑ３　避難勧告が発令された場合は、どのような行動をとれば良いです
か？

Ａ３　避難勧告等により立ち退き避難が必要な居住者等に求める行動は、
次のとおりです。

　　　市から発表される情報に注意し、早め早めの準備を行いましょう。

※ 1　近隣の安全な場所：指定緊急避難場所ではないが、近隣のより安全な場所・建物など
※ 2　屋内安全確保：その時点に居る建物内において、より安全な部屋などへの移動

Ｑ４　河川の水位情報はどうやって入手するのですか？
Ａ４　テレビのｄデータで確認できます。また、「防災

ネットたかさご」では、水位情報を随時配信して
いますので、ぜひ登録してください。｢防災ネッ
トたかさご」の登録方法は、QRコードを読み取
り、空メールを送信してください。

【NHKの場合】
　ｄボタン→防災・生活情報
　→河川水位・雨量
【サンテレビの場合】
　ｄボタン→防災情報→河川

避難準備・高齢
者等避難開始

避難勧告

避難指示(緊急)

・避難に時間がかかる要配慮者とその支援者は立ち退き避難する。
・その他の人は立ち退き避難の準備を整えるとともに、防災気象
情報、水位情報等に注意し、自発的に避難を開始する。

・予想される災害に対応した指定緊急避難場所へ速やかに立ち退
き避難する。
・指定緊急避難場所への立ち退き避難はかえって命に危険を及ぼ
しかねないと自ら判断する場合には「近隣の安全な場所」（※
1）への避難や、少しでも命が助かる可能性の高い避難行動と
して、｢屋内安全確保」（※ 2 ) を行う。

・未だ避難していない人は、予想される災害に対応した指定緊急
避難場所へ緊急に避難する。
・指定緊急避難場所への立ち退き避難はかえって命に危険を及ぼ
しかねないと自ら判断する場合には「近隣の安全な場所」への
避難や、少しでも命が助かる可能性の高い避難行動として、
「屋内安全確保」を行う。
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大雨の時には、川のそばに近寄らないようにしましょう。

川の水位が急に高くなることがあり、大変危険です。

既に災害が発生していてもおかしくな

い極めて危険な水位です。

市の避難指示の目安となる水位です。

状況がさらに悪化している場合、

避難完了を求めるための情報で

す。

お互いに助け合い、速やかに避難を始

めましょう。

できるだけ徒歩で避難しましょう。

避難に時間がかかる方は直ちに避難

を開始しましょう。それ以外の方は

いつでも避難できるように避難準備

をしておきましょう。

ょう。子どもや高齢者、障がい者は、

▽堤防天端高に達するおそれのある水位

洪水により相当の家屋浸水などの被害

が生じるおそれのある水位です。

市の避難勧告の目安となる水位です。

災害発生の危険性が高まってい

る場合、避難開始を求めるため

の情報です。

▽氾濫危険水位

市の避難準備・高齢者等避難開始の目

安となる水位です。

災害発生の危険性が高まってい

る場合、要配慮者に避難開始を

求めるための情報です。

公民館などを避難所として開設

します。危険を感じた人は、公

民館に自主避難をしてください。

▽避難判断水位

水防団の出動の目安となる水位です。

▽氾濫注意水位

水防団が出動に備えて待機する

水位です。

▽水防団待機水位

避難指示（緊急）の発令

避難勧告の発令

避難準備・高齢者等避難開始の発令

河川名

観測所名

氾濫危険水位

避難判断水位

氾濫注意水位

水防団待機水位

加古川

国包

４.７０ｍ

４.３０ｍ

２.５０ｍ

１.５０ｍ

法華山谷川

魚橋

３.４０ｍ

３.３０ｍ

２.８０ｍ

２.１０ｍ

牛谷

３.２０ｍ

３.１０ｍ

２.３０ｍ

１.６０ｍ

天川

天川

３.９０ｍ

３.７０ｍ

２.５０ｍ

２.００ｍ

できます。

ください。
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